
事 務 連 絡 

令和８年４月２８日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 主 管 課 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 主 管 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

附属小・中・高等学校及び中等教育学校を置く各国公立大学法人担当課 

 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

 

 

「令和８年度における新規学校卒業者等に対する就職支援業務に係る 

留意事項及び重点取組事項等について」の周知について(依頼) 

 

 

 日頃より文部科学行政に御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、厚生労働省より別添「令和８年度における新規学校卒業者等に対する

就職支援業務に係る留意事項及び重点取組事項等について」の周知に係る協力

依頼がありました。 

標記通知は、厚生労働省が各都道府県労働局に対し、新規高等学校卒業者等の

就職支援において、ハローワークが高等学校等（高等学校（定時制高校及び通信

制高校を含む。）、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部）と連携強

化を図るよう通知するもので、特に就職支援体制が十分に整わない高等学校等

を重点的に支援することとされています。 

学校における働き方改革が加速化されている中で、新規高等学校卒業者等向

けの求人数が増加していることから、標記通知の取組は、高等学校等の教職員の

負担軽減にも資するものと思料されます。 

つきましては、貴課より域内の市町村教育委員会及び所管又は所轄の高等学

校等に対し、就職支援におけるハローワークとの連携を含め、標記通知の内容に

ついて御周知くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

（本件連絡先） 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課  

キャリア教育推進係 各務、正本 

電話：03-5253-4111（内線 4728） 

E-Mail：career@mext.go.jp 

 

御中 


